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研究成果の概要（和文）：本研究は、保険契約会計における会計上の対応概念の現代的意義を明らかにすること
を目的としている。会計基準設定主体は、保険契約会計基準の策定に当たり、現行実務と親和性のあるフローの
配分を重視する会計モデルから資産・負債の評価を重視する会計モデルへの転換を図った。会計モデルの移行に
伴い、保険契約会計の基準策定作業において対応概念の変容が生じた。すなわち、収益と費用の対応手続が、資
産負債管理を念頭に置いた資産と負債の対応手続へと変容した。前者は保険契約の履行状況を伝達するための情
報提供がなされるが、後者は保険負債と裏付資産の評価損益のミスマッチを報告することに重きが置かれる。

研究成果の概要（英文）：This study aims to clarify the contemporary significance of matching concept
 in insurance contract accounting. In setting up insurance contracts accounting standards, the 
accounting standard setter aimed to shift from an accounting model that emphasizes allocation of 
flows (revenues and expenses) that have affinity with current practice to an accounting model that 
emphasizes the valuation of assets and liabilities. Along with the transition of the accounting 
model, the matching concept changed in insurance contracts accounting: the matching costs with 
revenues has transformed into the matching assets and liabilities based on asset-liability 
management. The former is provided with information to communicate the fulfillment of insurance 
contracts. On the other hand, the latter is focused on reporting the mismatch between the insurance 
liability and the underlying assets (profit/loss from valuation).

研究分野： 財務会計

キーワード： 国際会計　保険会計　対応原則　資産負債アプローチ　収益費用アプローチ
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１．研究開始当初の背景 
(1) 現在、国際会計基準審議会（International 
Accounting Standards Board: IASB）を中心
に、保険契約会計に関する基準開発作業が進
められているが、プロジェクト開始から実に
20 年近くの歳月が流れた。この基準開発作業
の長期化の背景には、ストック（資産・負債）
の評価を重視した会計モデル（ストックモデ
ル）とフロー（財や用役の流れ）の配分計算
を重視した会計モデル（フローモデル）のい
ずれに依拠して基準開発を進めるかについ
て、基準設定主体と利害関係者間で意見対立
が生じたことが挙げられる。IASB は当初、
保険契約会計基準の策定プロジェクトにお
いて、ストックモデルに依拠した基準案を提
示したが、利害関係者の理解を得ることがで
きなかった。このため、IASB による保険契
約プロジェクトでは、利害関係者の意向を汲
む形でストックモデルからフローモデルへ
と揺り戻しがなされているのが現状である。 
 
(2) IASB の前身である国際会計基準委員会
（ International Accounting Standards 
Committee: IASC）は、1997 年 4 月より保
険会社の提供する会計情報自体の有用性、ま
た各国間の比較可能性を高めるべく、国際的
な保険契約会計基準の開発作業を始めた。日
米に代表される当時の保険会計実務では、保
険料収益と保険金・給付金との適切な期間対
応を重視するために、概念フレームワーク上
の資産・負債の定義を満たさない計算擬制的
な項目の計上が許容されることがあった。
IASC は、このことを問題視し、保険会社の
経済的実態を示せるよう、ストックの再評価
を行うことにその解決策を見出した。また、
保険会社のソルベンシー規制においても国
際的な潮流は、経済価値ベースでの資産・負
債評価に焦点が当てられている。保険会社の
全社的リスクマネジメント（Enterprise Risk 
Management: ERM）においても経済価値ベ
ー ス の 資 産 負 債 管 理 （ Asset Liability 
Management: ALM）が不可欠のツールとし
て認知されている。IASB が保険契約会計に
おいてストックモデルを推進してきたのは、
経済価値ベースの ALM が浸透しつつある中
で、取得原価主義に基づく現行の保険会計実
務が ERM/ALM 達成の大きな障壁として指
摘されてきたこととも無関係ではない。しか
しながら、保険業を取り巻く周辺制度では経
済価値ベースでの資産・負債評価が取り入れ
られる一方で、保険契約会計では、純粋なス
トックモデルの採用には至らない方向にあ
る。このことは、リスクマネジメントなどの
観点から経済価値評価の意義は認められつ
つも、それはストック情報の有用性のみに当
てはまることであって、単なるストックの変
動ではないフロー情報を伝達することに保
険契約会計の役割があることを示している
ように思われる。 
 

(3) 現行の保険会計実務と親和性のあるフロ
ーモデルからストックモデルへの転換は、利
益測定を支えてきた基礎概念の変容問題を
もたらした。そのひとつが、会計上の対応概
念の変容である。保険契約会計基準の策定プ
ロジェクトの長期化は、多くの利害関係者が
対応概念ないし利益測定アプローチの変容
に対して懸念を示したことに起因するもの
と思われる。本研究では、利益測定を支えて
きた基礎概念の意義を再評価するためにも、
保険契約会計基準の策定における対応概念
の在り方について検討することとした。 
 
２．研究の目的 
(1) 本研究の目的は、保険契約会計における
会計上の対応概念の現代的意義を検討にす
ることにより、IASB による保険契約会計基
準策定プロジェクトに内在する問題点を明
らかにすることである。 
 
(2) IASB の保険契約プロジェクトでは、保険
契約会計の基本的な会計思考について、フロ
ーモデルからストックモデルへの転換を図
る形で、収益と費用の対応手続が、資産負債
管理を念頭に置いた資産と負債の対応手続
へと変容させる提案がなされた。しかしなが
ら、多くの利害関係者は、この変更に対して
一定の意義を認めつつも、全面的な賛同を寄
せなかった。本研究では、フローモデルから
ストックモデルへ移行することの意味、会計
モデルの移行に伴い生じる利益計算手続の
変容を検討するに当たり、会計上の対応概念
の変容問題を取り上げることとした。保険契
約会計における対応概念の現代的意義を明
らかにすることを通じて、会計に期待される
役割についても明らかにできると考えた。 
 
３．研究の方法 
(1) 本研究の分析の視点である「会計上の対
応概念」に関する昨今の文献を網羅的にレビ
ューする。特に対応概念について活発に議論
がなされていた1940から60年代に公表され
た文献のレビューを通じて、「企業が獲得し
たインプットと販売したアウトプットとい
う財ないしはサービスの『フロー』に焦点を
当てて利益を導き出そうという着想」（辻山 
2010, p.8）である収益費用アプローチと、「正
味経済資源という『ストック』に焦点を当て
て利益を導き出そうという着想」（辻山 2010, 
p.8）である資産負債アプローチそれぞれの会
計利益観のもとでの対応手続の相違につい
て整理する。 
 
(2) 保険契約会計において、伝統的な収益費
用の対応概念に代替しうる「資産負債のマッ
チング」の意義を整理するに当たり、保険
ALM の意義、また ALM の活用を前提に整備
された保険業を取り巻く周辺制度について
考察する。 
 



(3) 上記(1)(2)で構築した分析の視点に基づ
き、IASB の保険契約会計基準の策定プロジ
ェクトの提案内容を評価する。 
 
４．研究成果 
(1) 会計上の対応概念に関する文献のレビュ
ーを通じて以下の知見が得られた。 
① 収益費用アプローチに基づく対応観は、
実現収益に対して費用を配分（対応）させる
損益計算構造が採られる。ただし、損益計算
の目的（経営成果のあり方）によって、その
計算構造に変化がもたらされる。例えば、生
産努力とともに投機的努力に対する成果も
計算することが目的であれば、費用は取得時
の原価で測定されることとなる。他方、生産
努力に対する成果の計算が目的であれば、
（実現収益と対応される）費用はその価値費
消時における時価で測定されることになる。
ただし、費用会計に時価評価が導入されると
しても、その時価は購入時価（entry value）
であり、費用計算（犠牲測定）の精緻化（＝
努力と成果の対応計算の精緻化）を図ること
が目的となる。このような損益計算構造を提
唱した Edwards and Bell（1961）は、「外部
からの調達」を擬制することなく企業の製造
活動をトレースするためにカレント原価
（current cost: 財貨ないし用役を生産する
のに使用したインプットを、現在取得するた
めの原価）基準を採用した。したがって、
Edwards and Bell（1961）では、費用性資
産を時価評価するとはいっても、カレント原
価（費用）をカレント売価（実現収益）へ対
応させる因果追求の計算構造（「企業が実際
に行った活動をトレースし、その成果を報告
する」計算構造）が維持されている。 
 
② 資産負債アプローチに基づく対応観は、
資産負債の定義を利益測定の必要条件と見
なすか、必要十分条件と見なすかで異なるも
のが導出される。前者では、資産負債の定義
は、収益費用アプローチのもとでは貸借対照
表に計上が許容されうる資産性/負債性のな
い計算擬制的な見越繰延項目を排除するた
めに、支出（予定）項目と将来収益（あるい
は経済的便益）との対応（相関）関係を厳格
にチェックためのフィルターとして機能す
る。このため、基本的に、実現収益に対して
費用を配分するという収益費用アプローチ
の対応観は維持される。後者では、実現/配分
/対応の手続きに依拠することなく、資産負債
の評価によって利益が規定されることとな
る。すなわち、（収益費用アプローチのもと
では費用会計のみに時価評価が適用される
余地があったのに対して）収益会計にまでの
時価評価が適用されることとなり、因果追求
の構造は断ち切られる。このため、資産負債
の定義を利益測定の必要十分条件と見なす
資産負債アプローチに基づく対応観は、「企
業が実際に行った活動をトレースし、その成
果を報告する」という姿勢が希薄であるとい

える。 
 
(2) 保険 ALM に関連して以下の知見が得ら
れた。 
① ALM は、マッチング型 ALM とサープラ
ス型 ALM に大別できる。後者は「資産・負
債の価値の差額を『サープラス』と表現し、
その変動（特に金利の変化に対する価値変
動）をコントロールすることを主眼」（森本 
2011, p.3）としたものである。マッチング型
ALM では、（金利）リスクの抑制ないし除去
に主眼が向けられていたが、サープラス型
ALM では、リスクを許容したうえで、「サー
プラス」の安定化ないし最大化を図ることが
意図されている。また、マッチング型 ALM
は取得原価主義会計と親和性が高い管理手
法であったのに対し、サープラス型 ALM は
資産・負債ともに経済価値ベースで評価する
こととなる。 
 
② 近年、このサープラス型 ALM に基づく制
度設計が進められている。国際的なソルベン
シー規制やエンベディッドバリュー（EV）な
どの保険業を取り巻く周辺制度では、経済価
値ベースでの資産・負債評価が制度の根幹と
なっている。IASB の保険契約プロジェクト
でも、これらの周辺制度との足並みをそろえ
るため、保険契約会計への時価会計の導入を
進めたという背景がある。しかしながら、保
険契約プロジェクトでは、純粋な経済価値評
価モデルには至らない方向にある。これは、
そのようなモデルが、多くの利害関係者から
の反対を受けたためである。この点からも、
会計には EV やソルベンシー規制とは異なる
役割が期待されているものと推察される。会
計制度とソルベンシー制度とで整合的な評
価手法を用いれば、双方の調整コストが軽減
できることは確かである。また、保険会社間
で EV の自主的な開示が進められ、その意義
も次第に認められつつある昨今、「経済価値
ベースの資産・負債評価」に基づく会計制度
を構築することで、現行の保険会計実務の問
題点を解消することができるかもしれない。
しかし、会計の目的が「経営者に企業価値を
評価・開示させること」ではなく、「投資家
が企業価値を評価するにあたり資するイン
プット情報を提供すること」であれば、求め
られる情報は保険会社全体を公正価値で評
価したストック情報ではなく、のれん価値の
算定に資するフロー情報であるといえよう。 
 
(3) 会計上の対応概念を分析軸に、IASB の保
険契約プロジェクトの提案内容を評価した
結果、以下の知見が得られた。 
① IASB は、ALM の巧拙を会計上反映させ
るため、資産と負債とのミスマッチ（不整合、
ないし不対応）を明らかにする測定モデルこ
そ保険契約会計の理想的なモデルだと考え
てきた。IASB では、このミスマッチは、①
解消させるべきミスマッチと②報告すべき



ミスマッチに分けて審議されており、解消す
べきものを解消し、報告すべきものを報告す
る測定モデルこそが保険契約会計における
理想的モデルとされた。資産と負債をマッチ
させることの主たる目的は、（a）経済状態の
ありのままの報告と、（b）ボラティリティの
平準化という 2 点に集約できよう。（a）の達
成のためには、保険負債とその裏付資産とも
に経済価値ベースでの測定が要請されるこ
ととなり、その結果、公正価値の適用範囲が
拡大されることになる。これまでの資産と負
債の会計処理の統一化の是非に関する議論
では「負債の返済手段が公正価値評価されて
いる場合は、負債も公正価値評価すべき」と
いうものが多く見られた。保険契約会計では
それが逆転し「保険負債が経済価値評価され
ているという既成事実が先に作られ、そこか
ら資産側の公正価値評価の適用範囲を拡張
していく」という可能性が皆無とは断言しが
たい。 
 
② 利害関係者が必ずしも資産と負債のミス
マッチを報告ないし解消することに重きを
置いていないことを明らかにするために、保
険負債評価への自己の信用リスク反映に関
する IASB 提案に対して寄せられたコメント
分析を行った。すなわち、保険負債の裏付資
産が公正価値評価される（あるいは減損損失
が認識される）場合、保険負債の評価に信用
リスクの影響を反映しないことはミスマッ
チを生じさせることになる。IASB の理想的
な測定モデルのもとでは、保険負債評価への
自己の信用リスク反映は不可欠と言える。に
もかかわらず、この提案は多くの利害関係者
の反対に遭い否決された。コメント分析の結
果、利害関係者の多くは、資産と負債とのミ
スマッチを報告ないし解消させることより
も「保険契約の履行状況を伝達する情報提
供」を望んでいたことが明らかとなった。そ
のような情報提供がなせるのは、「企業が実
際に行った活動をトレースし、その成果を報
告する」ことに重きが置かれた、収益費用ア
プローチのもとでの伝統的な対応手続によ
る場合である。 
 
③ 保険契約会計において、従来の実現/対応
手続による損益計算に意義が見出されてい
る点を明らかにするために、保険契約におけ
る収益認識について検討を加えた。IASB の
保険契約プロジェクトでは、同時期に審議が
進められていた収益認識プロジェクトとの
整合性が図られた。ただし、その整合性が、
利害関係者の望む点で図られているのか疑
わしい面がある。すなわち、両者では、契約
の履行義務の「充足」の捉え方が大きく異な
る。収益認識プロジェクトの成果物である国
際財務報告基準（International Financial 
Reporting Standards: IFRS）第 15 号「顧客
との契約から生じる収益」では、資産・負債
の変動に基づく収益認モデルとはいいつつ

も、顧客への財・サービスの支配の移転から
履行義務の充足を捉え、「履行義務の減少と
いうフローを直接的に測定し、引き算の結果
として正味ポジションの残高が間接的に決
まる」（万代 2013, p.3）というフローからス
トックへの規定関係となっている。他方、保
険契約プロジェクトでは、各期間の契約ポジ
ションを決定する（再測定する）ことに始ま
り、期首と期末の差額として保険契約収益が
算定されることが提案された。このため、フ
ロー情報が契約の履行を関連のない情報と
なってしまうのではないかとの懸念が寄せ
られた。そのため、利害関係者の中には、た
とえ収益認識の一般原則に反するものであ
るとしても、現行保険会計実務で採用される
保険料の収入時点で収益を計上するアプロ
ーチを支持するものさえいた。米国財務会計
基準審議会（FASB）は IASB の提案内容か
ら離れて、独自に保険契約会計基準の策定を
進めている。FASB では、保険契約の収益認
識に当たり、契約の決定的事象捉えて収益を
計上していくアプローチを提案している。こ
のようなアプローチは、従来の実現稼得アプ
ローチに近いものである。IASB 提案は、契
約に関連する将来キャッシュフローの評価
に重きが置かれたものであったが、利害関係
者が求める情報は、むしろキャッシュフロー
の再配分という性質を持つ、従来型の損益計
算を精緻化させることであったといえる。 
 
(4) 以上の検討結果より、保険契約会計では、
収益費用の対応概念の意義が依然として失
われていないと言うことが明らかとなった
ものと考える。 
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